
1/2  

新 旧 対 照 表 
○ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 

改 正 後 改 正 前 

  

（ 入 院 費 用 の 徴 収 ） （ 入 院 費 用 の 徴 収 ） 

第 九 条 略 第 九 条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 所 得 割 の 額 の 算 定 は 、 地 方 税 法 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 

３ 所 得 割 の 額 の 算 定 は 、 地 方 税 法 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 

一 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 四 号 ） 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第 一 項 第 八 号 に 規 定 す る 扶 養

親 族 （ 十 六 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 扶 養 親 族 」 と い う 。 ）

及 び 同 法 第 三 百 十 四 条 の 二 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 特 定 扶 養 親 族 （ 十 九

歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 扶 養 親 族 」 と い う 。 ） が あ

る と き は 、 同 号 に 規 定 す る 額 （ 扶 養 親 族 に 係 る も の 及 び 特 定 扶 養 親 族 に 係

る も の （ 扶 養 親 族 に 係 る 額 に 相 当 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） に 同 法 第

三 百 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 所 得 割 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る

も の と す る 。 

一 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 四 号 ） 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第 一 項 第 八 号 に 規 定 す る 扶 養

親 族 （ 十 六 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 扶 養 親 族 」 と い う 。 ）

及 び 同 法 第 三 百 十 四 条 の 二 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 特 定 扶 養 親 族 （ 十 九

歳 未 満 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 扶 養 親 族 」 と い う 。 ） が あ

る と き は 、 同 号 に 規 定 す る 額 （ 扶 養 親 族 に 係 る も の 及 び 特 定 扶 養 親 族 に 係

る も の （ 扶 養 親 族 に 係 る 額 に 相 当 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） に 同 法 第

三 百 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 所 得 割 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る

も の と す る 。 

二 当 該 精 神 障 害 者 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 当 該 精 神 障 害 者 と 生 計 を 一 に す

る 扶 養 義 務 者 が 指 定 都 市 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第

二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 区 域 内 に 住

所 を 有 す る 者 で あ る と き は 、 こ れ ら の 者 を 指 定 都 市 以 外 の 市 町 村 の 区 域 内

に 住 所 を 有 す る 者 と み な し て 、 所 得 割 の 額 を 算 定 す る も の と す る 。 

二 当 該 精 神 障 害 者 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 当 該 精 神 障 害 者 と 生 計 を 一 に す

る 扶 養 義 務 者 が 指 定 都 市 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第

二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 区 域 内 に 住

所 を 有 す る 者 で あ る と き は 、 こ れ ら の 者 を 指 定 都 市 以 外 の 市 町 村 の 区 域 内

に 住 所 を 有 す る 者 と み な し て 、 所 得 割 の 額 を 算 定 す る も の と す る 。 

（ 削 る 。 ） 三 当 該 精 神 障 害 者 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 当 該 精 神 障 害 者 と 生 計 を 一 に す

る 扶 養 義 務 者 が 地 方 税 法 第 二 百 九 十 二 条 第 一 項 第 十 一 号 イ 中 「 夫 と 死 別 し 、

若 し く は 夫 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 夫 の 生 死 の 明 ら か で な い

者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ ら な い で 母 と な つ た 女 子 で

あ つ て 、 現 に 婚 姻 を し て い な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 イ に

該 当 す る 者 又 は 同 項 第 十 二 号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し く は 妻 と 離 婚 し た 後 婚

姻 を し て い な い 者 又 は 妻 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と

あ る の を 「 婚 姻 に よ ら な い で 父 と な つ た 男 子 で あ つ て 、 現 に 婚 姻 を し て い

な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お い て 同 号 に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 次

の イ 又 は ロ に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 イ 地 方 税 法 第 二 百 九 十 五 条 第 一 項 （ 第 二 号 の 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）
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の 規 定 に よ り 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 で あ る 場 合 は 、 所 得

割 の 額 は 零 と す る 。 

 ロ イ に 該 当 し な い 者 で あ る 場 合 は 、 地 方 税 法 第 三 百 十 四 条 の 二 第 一 項 第

八 号 に 規 定 す る 額 （ 同 条 第 三 項 に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 同 項 に 規 定

す る 額 ） に 同 法 第 三 百 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 率 を 乗 じ て 得 た 額 を

控 除 す る も の と す る 。 

４ 月 の 途 中 で 入 院 措 置 を 開 始 し 、 又 は 終 了 す る 場 合 に お け る 第 二 項 の 表 の 適

用 に つ い て は 、 同 表 中 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 」 と あ る の は 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 を そ

の 月 の 日 数 で 除 し て 得 た 額 に そ の 月 に お け る 入 院 措 置 の 日 数 を 乗 じ て 得 た

額 」 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 捨 て る 。 

４ 月 の 途 中 で 入 院 措 置 を 開 始 し 、 又 は 終 了 す る 場 合 に お け る 前 項 の 表 の 適 用

に つ い て は 、 同 表 中 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 」 と あ る の は 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 を そ の

月 の 日 数 で 除 し て 得 た 額 に そ の 月 に お け る 入 院 措 置 の 日 数 を 乗 じ て 得 た 額 」

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て る 。 

５ ・ ６ 略 ５ ・ ６ 略 

  

 



（改正案） 

第十六号様式（第十八条第一項） 

年  月  日   
障 害 者 手 帳 交 付 申 請 書                

   千葉県知事     様 
  次の事項（○印）について、申請します。 
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条による障害者手帳の 
     （  ）新規   （  ）更新   （  ）障害等級変更 
     （  ）他の都道府県又は千葉市からの住所変更による手帳交付 

精 

神 

障 

害 

者 

本 

人 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

氏 
 
 
 

名 

カ ナ              
生 年
月 日 

年 月 日 

（濁点は１マス使い、氏と名の間は
１マスあけてください。） 

       

漢 字 
        ○印  

（申請者が自署することにより押印を省略できます。） 

住 
 

所 

郵 便
番 号 

   ―     
市     町 
郡     村 電話番号 

 

（   ） 

 

字 名
地 番             

方 書             
個人番号             

添 付 
書 類 
（○印） 

( )医師の診断書（手帳用） 
( )年金証書等の写し（ 級） 
  同意書 
( )特別障害給付金受給資格者

証等の写し（ 級） 
  同意書 
( )障害者手帳（ 級） 
( )写真（縦４㎝×横３㎝） 

既存の手帳
の有効期限 

年  月  日 ※ 

既存の手帳
の手帳番号 

       ※ 

前 回 の 
審 査 状 況 

診・年・他 級 ※ 

手 帳 
受 領 者 
（○印） 

代 

行 

者 

氏
名 

        ○印  障 害 者 
と の 関 係 

 電話番号 
 

（   ） 
 
 

住 

所 

郵便 
番号 

   
― 

     
本 人 
（ ） 
代 行 者 
（ ） 

        

                

県 処 理
欄※ 

障害 
等級 

級 
承認 
期間 

      か
ら 

      ま
で 

 
注 
 １ 手帳の新規交付、更新又は障害等級変更の申請を行う

ためには、添付書類として、「医師の診断書」、「障害年
金証書、年金裁定通知書及び直近の振込（支払）通知書
の写し」又は「特別障害給付金受給資格者証（特別障害
者給付金支給決定通知書）及び直近の国庫金振込通知書
（国庫金送金通知書）の写し」が必要です。 

 ２ 年金証書等の写し又は特別障害給付金受給資格者証等
の写しによる申請の場合は、障害等級の判定のために社
会保険事務所又は各共済組合等に対し、年金の等級を照
会することがあります。 

 ３ 写真は脱帽していて上半身を写したもの（申請者の申
出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪
郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合
を除く。）で、１年以内に撮影したものを添付してくだ
さい。 

 ４ ※の欄は記入しないでください。 
 ５ 記入に当たつては、黒又は青のボールペンを使用して

ください。 

市町村受理印※ 

 

 

（現行） 

第十六号様式（第十八条第一項） 

年  月  日   
障 害 者 手 帳 交 付 申 請 書                

   千葉県知事     様 
  次の事項（○印）について、申請します。 
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条による障害者手帳の 
     （  ）新規   （  ）更新   （  ）障害等級変更 
     （  ）他の都道府県又は千葉市からの住所変更による手帳交付 

精 

神 

障 

害 

者 

本 

人 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

氏 
 
 
 

名 

カ ナ              
生 年
月 日 

年 月 日 

（濁点は１マス使い、氏と名の間は
１マスあけてください。） 

       

漢 字 
        ○印  

（申請者が自署することにより押印を省略できます。） 

住 
 

所 

郵 便
番 号 

   ―     
市     町 
郡     村 電話番号 

 

（   ） 

 

字 名
地 番             

方 書             
個 人番 号             

添 付 
書 類 
（○印） 

( )医師の診断書（手帳用） 
( )年金証書等の写し（ 級） 
  同意書 
( )特別障害給付金受給資格者

証等の写し（ 級） 
  同意書 
( )障害者手帳（ 級） 
( )写真（縦４㎝×横３㎝） 

既存の手帳
の有効期限 

年  月  日 ※ 

既存の手帳
の手帳番号 

       ※ 

前 回 の 
審 査 状 況 

診・年・他 級 ※ 

手 帳 
受 領 者 
（○印） 

代 

行 

者 

氏
名 

        ○印  障 害 者 
と の 関 係 

 電話番号 
 

（   ） 
 
 

住 

所 

郵便 
番号 

   
― 

     
本 人 
（ ） 
代 行 者 
（ ） 

        

                

県 処 理
欄※ 

障害 
等級 

級 
承認 
期間 

      か
ら 

      ま
で 

 
注 
 １ 手帳の新規交付、更新又は障害等級変更の申請を行う

ためには、添付書類として、「医師の診断書」、「障害年
金証書、年金裁定通知書及び直近の振込（支払）通知書
の写し」又は「特別障害給付金受給資格者証（特別障害
者給付金支給決定通知書）及び直近の国庫金振込通知書
（国庫金送金通知書）の写し」が必要です。 

 ２ 年金証書等の写し又は特別障害給付金受給資格者証等
の写しによる申請の場合は、障害等級の判定のために社
会保険事務所又は各共済組合等に対し、年金の等級を照
会することがあります。 

 ３ 写真は脱帽していて上半身を写したもので、１年以内
に撮影したものを添付してください。 

 ４ ※の欄は記入しないでください。 
 ５ 記入に当たつては、黒又は青のボールペンを使用して

ください。 

市町村受理印※ 

 

 


